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不正競争防止法違反に基づく差止請求等訴訟に関するお知らせ 

 

株式会社カンバス（東京都千代田区神田神保町１－５０。以下「弊社」といいます。）

は、標記の件につきまして、謹んでご連絡申し上げます。 

弊社は、株式会社フェイスらを被告とし、弊社の重要な営業秘密である字幕制作ソ

フトのソースコードを不正に取得、使用して同社が販売する「Babel」（以下「Babel」

といいます。）が製作されていることを理由として、不正競争防止法違反に基づき、前

記「Babel」の製造・使用・販売等の禁止、損害賠償を求めて訴訟を提起し、（東京地

裁平成 27年（ワ）第 16423号。）この訴訟に勝訴致しました。しかるに、控訴審（知

財高裁平成 30 年（ネ）第 10092 号。）は、令和元年 8 月 21 日、当該地裁判決を破棄

し、弊社の主張を斥けたため、弊社は上告の受理を申し立て、令和元年 10 月 23 日、

上告受理申立理由書を最高裁判所に提出致しました（上告受理申立理由書の全文を添

付致します）。ここに上告受理申立理由書の理由全文を公開致します。 

 控訴審判決の不当性については、ソフトウェア開発企業やエンジニア、字幕制作会

社の皆様におかれて添付理由全文をご覧頂ければ容易にご理解頂けるものと考えてお

ります。例えば、SSTG1も Babelも「ITALIC_SYNC」と「ITALIC_ASYNC」とい

う普通ではありえない文字列をルビにもった字幕データをインポートすると、それら

ルビが消去されるという共通の事象が発生します。このような機能は字幕制作ソフト

には不要であり、なぜ裁判所がこの事象を決定的な証拠としないのか甚だ疑問です。 

 映像コンテンツという知的財産に関わる字幕業界の方々に、その知識と経験並びに

良心に基づき、本件についての公平なご判断頂戴致したく、本書及び上告受理申立理

由書を公開させて頂くことに致しました。 

末筆ながら、今後とも SSTG1シリーズをご愛顧の程、よろしくお願い致します。 

  

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社カンバス 担当：執行役員 桝谷（ますたに） 

E-mail：sales@canvass.co.jp  

TEL:03-6811-0806（平日 9:30～18:30） 
































